
 

 

令和７ 年度（ ２ ０ ２ ５ 年度）  

Bu y TOK YO 推進活動支援事業補助金 

【 公募要領】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 申請方法）  

  申請は、 国が提供する 電子申請シス テム「 jGra n ts」 (以下「 Ｊ グラ ンツ 」 と い

う 。 ) にて受け付けま す。  

  Ｊ グラ ンツ を利用する には、 法人・ 個人事業主向け共通認証基盤「 Ｇ ビ ズＩ Ｄ

プラ イ ムアカウ ント 」 の発行が必要です。 国の審査によ り Ｉ Ｄ 発行ま で時間が

かかる ため、 余裕を持って準備し てく ださ い。  

 

（ 事前エント リ ー期間）  

   令和７ 年４ 月 1 5 日(火)1 4  時～４ 月 3 0 日(水)1 7 時 

 

（ 事業申込期間）  

   令和７ 年５ 月１ 日(木)1 0  時～6 月１ ３ 日(金)1 7 時 

  ※事前エント リ ーをさ れていない方でも 電子申請を受付ま す。  

 

（ 申請様式 : 詳細は☞1 1 ページ/別表 3 ）  

東京都指定の申請様式等は、 Bu y TOKYO ホームページから ダウ ンロ ード でき

ま す。  

h ttp s ://b u y-to kyo .m etro .to kyo .lg .jp / 

       

（ その他）  

  本事業における 販売促進のサポート など のハンズオン支援は、 東京都が別途業

務委託契約を締結し た会社を通じ て実施し ま す。  

受託会社については交付決定後、 採択企業に対し 改めてお知ら せし ま す。  

 

（ 募集に関する 問い合わせ先）  

  Bu y TOKYO 推進活動支援事務局 

  アド レ ス ： bu y-to kyo@p a son a .co .jp  

 

 Ｊ グラ ンツの操作方法については、「 令和７ 年度【 Bu yTOKYO 推進活動支援事業】

電子申請マニュ アル」 (以下、「 電子申請マニュ アル」 と いう 。 ) も 併せてご参照く

ださ い。  

 

Buy TOK YO 

https://buy-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/
mailto:buy-tokyo@pasona.co.jp


 

 

１  事業目的 

 本事業は、 東京の特色ある 優れた商品等（ 東京都産品） を国内外に向けて販売・ PR 等を

行う 都内中小企業者等の「 新たな取組」 に対し て、 取組に係る 経費の一部補助や販売促進

のサポート などの各種支援を行う こ と によ り 、 こ れら 商品等の市場への浸透や海外展開を

促進さ せ、 東京都産品のブラ ンド イ メ ージの向上やブラ ンド 力の強化を図る こ と を目的と

し ていま す。  

 

２  事業内容 

  本事業では、 東京都産品の国内外に向けた販売・ PR 等取組に対する 経費の一部を 補助

する と と も に、 補助事業者の進捗状況に合わせた各種支援及び必要性に応じ た専門家の派

遣など ハンズオン支援を行いま す。  

  ま た、 本事業のウ ェ ブサイ ト にて、 国内外に情報を発信し ていき ま す。  

   

※ハンズオン支援は、 補助対象事業と し て承認さ れている「 販売・ PR 等に関する 新たな

取組」 の課題を 解決する ため、 経験豊富な専門家（ アド バイ ザー） を 月１ 回程度派遣

し 、 支援・ サポート する も のです。 必ず活用し てく ださ い。  

   

・ ハン ズオン支援を実施する にあたり 、 本事業に関連し 東京都に提出さ れた申請書等に

記載さ れている 情報について、 ハンズオン支援を実施する 業者に提供をいたし ま す。  

   ・ 東京都及び東京都が指定し たハンズオン支援業者は、 ハンズオン支援の実施によ り 、

直接、 間接に関わら ず生じ た結果について、 その責任は一切負いま せん。  

 

３  申請要件 

申請に当たっては、 次の(１ )～(４ )の全ての要件を満たす必要があり ま す。 ま た、 助成事

業を終了する ま で、 引き 続き 要件を満たす必要があり ま す。  

 

（ １ ）  東京都内に本店若し く は支店が登記さ れている 、 ま たは都税事務所に支店の設置届 

  出書が提出さ れている 法人、 東京都内に開業届が提出さ れている 個人、 本補助金の交 

付決定後速やかに設立登記し た登記簿謄本、 ま たは都内税務署に提出し た開業届の写 

し を提出でき る 創業予定者である こ と 。  

※法人の場合は、 登記簿謄本（ 履歴事項全部証明書） ま たは都税事務所に提出し た支

店の設置届出書の提出によ り 、 都内所在等が確認でき る 者に限り ま す。  

 ※個人事業主の場合は、 都内税務署へ開業届を提出し ている 者であり 、 かつ青色申告 

者に限り ま す。  

※都内で創業を計画し ている 場合は、 交付決定後速やかに法人の登記、 又は都内税務 

署に開業届を提出し 、 証ひょ う 書類と し て登記簿謄本原本又は都内税務署の受付印

のある 開業届の写し を提出でき る 者に限り ま す。  

 

（ ２ ） 次のア～ウ のいずれかに該当する も の 
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ア 中小企業基本法（ 昭和３ ８ 年法律第１ ５ ４ 号） 第２ 条に規定する 中小企業者で、 大

企業が実質的に経営に参加し ていない中小企業者 

イ  一般財団法人、 一般社団法人及び特定非営利活動法人 

ウ  中小企業団体等 

中小企業等共同組合法に基づく 組合（ 事業協同組合等） ま たは 中小企業団体の組織

に関する 法律に基づく 中小企業団体（ 協業組合等） であって、 その構成員の半数以

上が都内に実質的な事業所を有する 中小企業 

 

（ ３ ） 東京都産品の販売・ PR 等に資する 取組を行う と 認める 都内中小企業者・ 中小企業団

体である こ と  

 

（ ４ ） 次のア～オの全てに該当する も の 

 ア 東京都に対する 法人事業税、 法人都民税、 賃料、 使用料等を滞納し ていない者 

（ 都税事務所と の協議のも と 、 分納し ている 期間中も 申請でき ま せん。）  

 イ  同一テーマ・ 内容で、 国・ 都道府県・ 区市町村等から 補助・ 助成を受けていない者 

ウ  過去に公社・ 国・ 都道府県・ 区市町村から 補助金・ 助成金の交付を 受け、 不正等の

事故を起こ し ていない者 

 エ 公的資金の補助先と し て、 社会通念上適切でないと 判断する 者ではないこ と  

（ 暴力団、 暴力団員、 暴力団関係者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する 法律に規定する 風俗関連業、 ギャ ンブル業、 賭博業等）  

オ その他、 東京都が適切でないと 判断する 者ではないこ と  

（ 連鎖販売取引、 ネガティ ブ・ オプショ ン(送り 付け商法)、 催眠商法、 霊感商法など

の業態等）  

 

４  補助対象商品・ 事業 

補助金の交付対象と なる 事業は、 都内中小企業者等が補助対象と なる 東京都産品(対象商

品)を保有も し く は販売等の権利を取得し ており 、 その対象商品を国内外に向けて販売・ 周

知等を行う 新たな取組で、 実施計画期間内（ 最長２ 年度） において、 東京都の各会計年度

内に交付申請を 行い、 補助事業の対象と し て決定を う けた事業実施内容を実施し 、 かつ経

費の支払が完了し た事業と し ま す。   

 

（ １ ） 補助対象と なる 東京都産品(対象商品) 

「 東京都産品」 と は、 主に消費者向け産品と 認めら れる 以下のいずれかの販売でき る  

状態かつ完成し ている 製品・ 商品等を指し ま す。  

 ア 農林水産品で都内産と 特定でき る も の 

イ  都内産の農林水産物を原材料と し て使用し た食品、 消費者向け工業品 

ウ  東京の歴史・ 文化や独自の製造技術・ 技法、 デザイ ン等にこ だわって製造さ れ

ている と 認めら れる 食品、 消費者向け工業品。 ただし 、 一般機械、 電子機器及

び電気機械は除き ま す。  

（ 例） 都内産の果物や野菜を 使用し た菓子・ ジャ ム ・ 漬物・ 麺類・ 飲料、 都内の畜

産物を 使用し たハム ・ ウ ィ ン ナー、 多摩産材を使用し た雑貨・ 家具、 江戸切
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子や東京銀器など の都内伝統工芸品など。  

※惣菜・ 弁当、 原材料・ 部品、 機械・ 設備、 家電製品、 自動車など は除き ま す。  

※完成前の売込みが商慣習等において認めら れる 分野（ アニメ ーショ ン・ フ ァ

ッ ショ ン等） については、 企画段階の試作品も 含みま す。  

 

（ ２ ） 補助対象と なる 新たな取組 

   都内中小企業者等が次のア～エのう ち国内外に向けて行う 販売・ 周知等の新たな取組

です。  

※申請時に既に実施し ている 取組は補助対象と なり ま せん。 ま た、 過去に実施し た取

組や類似の取組も 対象外です。  

 

ア 継続的な東京都産品の販売活動に取り 組むも の 

（ 例） アンテナショ ッ プ等の設置・ 運営、 イ ベント 会場・ 物産展・ 展示会での展示・

販売、 電子商店街への出店、 通信販売等 

ただし 、 下記のも のは対象と はなり ま せん。  

（ ア）  東京都産品を仕入れて販売する 場合、 買取を行わない委託仕入や返品を盛り  

  込んだ条件付買取仕入、販売さ れたと き に仕入が行われたと する 売上仕入等によ  

る 販売 

（ イ ） 自ら 生産し た農林水産物の販売 

（ ウ ） 東京都産品を使用し た飲食の提供（ 惣菜・ 弁当等の販売も 補助対象外です。）  

イ  東京都産品と 小売店又は卸売業者等と のマッ チング活動を実施する も の 

（ 例） マッ チング商談会等の開催、 生産者と 小売店等と の交流会の開催等 

ウ  東京都産品の販売を促進する ための普及啓発活動 

（ 例） ウ ェ ブサイ ト ・ ポス タ ー・ パンフ レ ッ ト ・ チラ シ等の制作費、 S NS 広告を含

む広告出稿等 

エ その他、 知事が必要と 認める 東京都産品の販売・ PR 等に資する 取組 

 

５  補助対象経費 

  補助対象経費は別表２ のと おり です。  

補助対象事業を 行う にあたり 区分経理を 行ってく ださ い。 補助対象経費は本事業実施の

ための必要最低限の経費で、 本事業の対象と し て明確に区分でき る も の、 かつ証ひょ う 書

類によ って金額等が確認でき る も ののみと なり ま す。  

※補助対象経費の算出に当たっては、 経理審査の対象と なり ま すので、 実現可能性、 費

用対効果を十分に検討し 、 事業完了後の確定額と 大き な差額が生じ ないよ う 、 補助対象経

費を積算し てく ださ い。  

 

◆許認可が必要な業種と の取引に関し ては、 こ れら 許認可を取得し ている 業者と の適

正取引が必要です。 不適正取引の場合は補助対象外の経費と なり ま す。  

◆消費税等の確認ができ ない場合は、 支払額から 消費税相当額を除いた額が補助対象

経費と なり ま す。  

◆他の公的な補助金や助成金の対象経費と さ れたも のは対象外経費と なり ま す。  
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◆出展者から 出展料を徴収する など 、 収入があった場合は、 補助金から 減額し ま す。  

◆内容によ っ ては対象外と なる 経費も あり ま すので、 判断に迷う よ う な経費があれば

必ず事前に事務局にお問い合わせく ださ い。  

 

（ １ ） 補助対象経費と なら ない場合の例 

   上記（ 1 ） 運営費、（ 2 ） 事業費に記載のない経費は、 すべて補助対象外です。  

   申請書類に記載いただいた経費であっても 、 交付決定後に、 補助対象経費に該当し な 

いこ と が判明し た場合は、 補助対象外と なり ま す。  

   補助対象外と なる 経費の例は次のと おり です。  

①  交付決定日前に発注、 契約、 受領(納品)、 支払い等実施し たも の（ ※）  

※補助事業を実施する にあたり 、 やむを得ない理由によ り 交付決定日前に着手す 

る 場合は、 補助金の交付申請書（ 様式第１ －１ 号） と と も に事前着手に係る 承認 

申請書（ 様式第１ －3 号） を提出する 必要があり ま す。  

ただし 、 事前着手と し て申請が可能なも のは契約行為（ 見積・ 契約） ま での内容

と し ま す。  

（ 例） 当該補助金事業で申請を予定し ている 展示会の出展申込の締切が交付決定 

日以前に設定さ れている 場合等 

  ② 通常の事業活動のための設備投資、 広報活動等と みなさ れる 事業の経費 

   ③ 契約から 納品・ 支払ま での一連の手続き が補助対象期間内に行われていない場合 

④ 見積書、 契約書、 仕様書、 納品書、 検収書、 請求書、 振込控、 領収書等の証ひょ う

書類が不備の場合（ 証ひょ う 書類は日本語標記と し てく ださ い。）  

   ⑤ 通常業務・ 取引と 混合し て支払が行われている 場合 

   ⑥ 他の取引と 相殺し て支払が行われている 場合 

⑦  親会社、 子会社、 グループ企業等関連会社（ 資本関係のある 会社、 役員を兼任し て

いる 会社、 代表者及び代表者の親族（ 三親等以内、 以下同様） が経営する 会社等）、 代

表者の親族（ 個人） と の取引 

⑧ 現金、 カード 、 ク レ ジッ ト カード 等によ り 支払が行われている 場合 

（ 原則、 振込払い）  

⑨ 購入時、 ポイ ント カード 等によ る ポイ ント を取得・ 使用し た場合のポイ ント 分 

⑩ 開発・ 生産・ 加工及びそれら に伴う 仕入れに係る 一切の経費 

⑪ サンプル品・ 試供品・ 販促品等の制作に係る 一切の経費 

⑫ 間接経費（ 消費税及び地方消費税、 振込手数料、 交通費、 光熱水費、 収入印紙代等） 

 ただし 、 交通費については、 補助対象経費と し て記載のある も のを除く 。  

⑬ 茶菓、 飲食、 娯楽、 接待、 ケータ リ ングの費用 

⑭  別表２ に例示さ れた補助対象外経費 

⑮ 都が本補助制度に沿わないと 判断する 経費 

 

６  補助率及び補助期間 

  補助金の額は、 初年度は補助対象経費の３ 分の２ 以内かつ１ ,０ ０ ０ 万円以内と し ま す。  

２ 年度目については、初年度の計画に基づき 再度申請を行い、採択さ れた事業については、

補助対象経費の２ 分の１ 以内かつ６ ０ ０ 万円以内と し ま す。  
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なお、 補助期間は、 最長２ 年度（ 令和９ 年<2 0 2 ７ 年>３ 月３ １ 日） ま でと し ま す。  

 

7  申請手続き 等の概要 

  申請から 補助金交付ま での流れス ケジュ ールは別表 1 のと おり です。  

 

（ 1 ） 申請における 留意事項 

ア 申請は、 国が提供する 電子申請シス テム (Ｊ グラ ンツ )でのみ 受け付けま す。 申請者 

自身が「 電子申請マニュ アル」 に従って作業し てく ださ い。 持参、 郵便、 電子メ ー

ル等、 Ｊ グラ ンツ 以外の方法によ る 提出はお受けでき ま せん。  

イ  Ｊ グラ ン ツ を利用する には、「 Ｇ ビ ズＩ Ｄ プラ イ ム アカウ ント 」 の取得が必要です。

国の審査によ り 発行ま で時間がかかる ため、 余裕を 持っ て準備し てく ださ い。 Ｇ ビ

ズＩ Ｄ に関する ご不明点等は、「 Ｇ ビ ズＩ Ｄ  ヘルプデス ク 」 へお問い合わせく ださ

い。  

  ウ  申請の際、 Ｇ ビ ズＩ Ｄ の発行完了がなさ れていない場合は、 申請をお受けでき ま せ

んのでご注意く ださ い。  

  エ 提出(添付)書類は、1 4 ページ「 別表３  申請に必要な書類」に示すフ ァ イ ル名と し 、

白黒印刷を行った場合でも 判別でき る も のと し てく ださ い。 なお、 Ｊ グラ ン ツ にア

ッ プロ ード 可能な１ ファ イ ル当たり の容量は 1 6 MB と なり ま すので、ファ イ ル内に

画像等を貼付する 際は、 注意し てく ださ い。  

  オ 申請内容や提出資料に不備・ 不足等がある 場合、 Ｊ グラ ンツ にて差戻し と なり 、 申

請フ ォ ーム「 担当者メ ールアド レ ス 」 欄に記入し たアド レ ス に通知メ ールが届き ま

す。 ま た、 東京都担当者から 、 必要に応じ て、 追加資料の提出及び説明等を 求める

こ と があり ま す。  

カ 提出書類の不備や不足に対する 修正資料の提出、 又は東京都が求める 追加書類等の

提出について、 東京都が示す期限を 過ぎた場合や回答がない場合等には、 審査不通

過と なる 場合があり ま す。  

  キ 申請後の提出書類の加筆、 修正等はでき ま せん。  

ク  申請についての連絡担当者は、 申請事業者の代表者又は従業員に限り ま す。  

ケ 提出書類の取得及び作成等、 申請に係る 経費は、 申請者の負担と なり ま す。  

コ  マイ ナンバーが記載さ れた書類は受領でき ま せんので、 ご留意く ださ い（ 確定申告

書や開業届でマイ ナンバーが記載さ れている 場合は、 当該部分を黒塗り やマス キン

グ処理等を施し 、 番号が判別でき ないよ う にし てご提出く ださ い）。  

 

（ ２ ） 申請に必要な書類 

別表 3 で定める 申請時の提出書類を提出（ 添付） し てく ださ い。  

なお、 必要に応じ て追加資料の提出及び説明を求める こ と があり ま す。 ま た、 提出書

類等の返却はいたし ま せん。  

 

（ 3 ） 評価・ 審査 

提出書類等について、 別表 4 で定める 評価内容によ り 、 別途設置する 審査会において

審査を行いま す。  

5



 

 

 

（ 4 ） 通知等 

審査結果（ 採択、 不採択） について、 後日、 Ｊ グラ ンツ にて通知いたし ま す。（ 令和７

年 7 月下旬予定）  

採択さ れ当該補助事業を行う 者（ 以下「 補助事業者」 と いう 。） を対象に、 事業開始か

ら 完了報告ま での事務手続に関する 説明会を、 8 月中旬にオンラ イ ンで実施予定です。

（ 予定は変わる 場合がございま す。） 採択と なった場合には必ず出席をお願いし ま す。 詳

細は別途連絡いたし ま す。 ま た、 審査の結果に関する お問い合わせには一切応じ かねま

すので、 あら かじ めご了承く ださ い。  

 

（ 5 ） その他 

ア 同一企業が類似内容で、 本制度以外の補助事業等と 併願し ている 場合には、 採択時

に調整いたし ま す。  

イ  採択さ れた場合であっ ても 、 予算の都合や、 都が本補助制度に沿わないと 判断する

経費等については申請金額が減額さ れる 場合があり ま す。 ま た、 採択にあたっては、

必要に応じ て条件を付す場合があり ま す。  

 

8  補助事業者の義務 

  本制度の交付決定を受けた場合は、 以下の条件を守ら なければなり ま せん。  

（ １ ） 交付決定を受けた後、 正当な理由によ り 補助事業の経費の配分若し く は内容を変更し

よ う と する 場合又は補助事業を中止若し く は廃止若し く は他に承継さ せよ う と する 場合

は、 事前に承認を得なければなり ま せん。 なお、 原則と し て経費の配分変更にあたって

は、 申請時に計上し ていない経費科目への配分変更はでき ま せんのでご注意く ださ い。  

 

（ ２ ） 補助事業者は、 補助事業を行う 会計年度の９ 月３ ０ 日又は交付決定日から 起算し て３

か月を経過し た日のいずれか遅い日（ 以下、 遂行状況確認日） ま での補助事業の遂行状

況について、 補助事業遂行状況報告書を作成し 、 遂行状況確認日から ３ ０ 日以内に知事

に提出し なければなり ま せん。 ただし 、 遂行状況確認日ま でに補助事業を完了若し く は

廃止し た場合又は別途知事によ る 指示があった場合はこ の限り ではあり ま せん。  

 

（ ３ ） 補助事業者は、 補助金の交付の決定に係る 補助事業対象期間が終了し たと き 、 若し く

は補助事業が完了し たと き は、 速やかに補助事業実績報告書を 知事に提出し なければな

り ま せん。  

 

（ ４ ） 補助事業によ り 税込１ ０ 万円以上で取得し た財産（ 資産） 又は効用の増加し た財産（ 資

産） については、 補助事業の終了後も 善良なる 管理者の注意を 持って管理し 、 補助金交

付の目的に従って効果的な運用を図ら なければなり ま せん。  

知事が別に定める 期間以前に当該財産（ 資産） を処分等する 必要がある 場合には、 事

前にその承認を受けなければなり ま せん。 ま た、 処分し た場合は交付し た補助金の全部

ま たは一部に相当する 金額を東京都に返還し なければなり ま せん。  
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（ ５ ）補助事業に係る 経理について、その収支の事実を明確にし た証ひょ う 書類等を整理し 、

交付年度終了後５ 年間保存し なければなり ま せん。  

 

9  財産（ 資産） の帰属等 

補助事業を実施する こ と によ り 産業財産権等が発生し た場合は、 その権利は補助事業者

に帰属し ま す。  

 

1 0  その他 

（ １ ） 補助事業の進捗状況確認のため、 実地検査に入る こ と があり ま す。  

 

（ ２ ） 補助金の支払いについては、 実績報告書の提出を受け、 補助事業の完了検査を行い、

補助金額を確定し た後の精算払と なり ま す。  

 

（ ３ ） 原則と し て、 補助金額の確定に当たっては、 対象と し て決定を受けた事業実施内容を

実行する こ と が条件と なり ま す。 ま た、 補助対象物件や証ひょ う 書類の確認ができ ない

場合については、 当該物件等に係る 金額は補助対象外と なり ま す。  

 

（ 4 ） 補助事業者又は補助事業に関わる 者が次のいずれかに該当する と 判明し たと き は、 都

は当該交付決定を取り 消し 、 既に補助事業者に補助金が交付さ れている と き は、 期限を

定めてその返還を命ずる こ と があり ま す。  

① 偽り その他不正の手段によ り 補助金の交付を受けたと き ､又は受けよ う と し たと き  

② 補助金を他の用途に使用し たと き 。  

③ 東京都暴力団排除条例に基づく 、 暴力団・ 暴力団員等及び法人その他の団体の代表 

者、 役員又は使用人その他の従業員若し く は構成員に暴力団員等に該当する 者 

④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 法律第 2 条に規定さ れている 営業等 

を実施し ている 者 

⑤  東京都が公的資金の補助先と し て適切でないと 判断し た業態（ 連鎖販売取引、 送り

付け商法、 催眠商法、 霊感商法）  

⑥ 補助金の交付決定の内容又はこ れに付し た条件その他法令若し く は補助金の交付決

定に基づく 命令に違反し たと き  

⑦ 過去に国・ 都道府県・ 区市町村・ 公社等が実施する 助成事業に関し て、 不正等の事

故を起こ し たこ と が判明し たと き  

⑧ 補助事業と し て不適切と 判断し たと き  

 

（ ５ ） 東京都は、 本事業のパンフレ ッ ト 、 ホームページ等において、 Bu y TOKYO 補助金採 

択事業者及びその東京都産品を公表さ せていただき ま す。採択事業者は、別途東京都（ 東

京都が指定し た業務委託先を含む。） に対し 、 画像素材等、 当該公表に必要と なる 情報等

の提供に協力する も のと し ま す。 ま た、 事業終了後、 補助事業によ って行っ た事業の成

果等について、 必要に応じ て公表する 場合があり ま す。  
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（ ６ ） 申込者情報のお取り 扱いについて 

 ア 利用目的 

(ア) 当該事業の事務連絡や運営管理・ 統計分析のために使用し ま す。  

※ 運営管理は東京都が指定し た業務委託先や審査委員等に提供する こ と などです。  

    (イ ) 経営支援・ 技術支援等各種事業案内やアンケート 調査依頼等を行う 場合があり ま

す。  

※ 上記 (イ ) を辞退さ れる 方は、 当該事業担当者ま でご連絡く ださ い。  

 イ  第三者への提供（ 原則と し て行いま せんが、 以下によ り 行政機関へ提供する 場合があ 

り ま す。）  

(ア) 目 的 : a . 東京都から の行政機関への事業報告  

b . 行政機関から の各種事業案内、 アンケート 調査依頼等 

(イ ) 項 目 : 氏名、 連絡先等、 当該事業申込書記載の内容 

   (ウ ) 手 段 : 電子データ 、 プリ ント アウ ト し た用紙  

    ※上記 (ア)目的の b .を辞退さ れる 方は、 当該事業担当者ま でご連絡く ださ い。  

 ウ  「 手続サク サク プロ ジェ ク ト 」 への参加のお願い 

   本申請等においてご提供いただいた法人情報等について、 東京都によ る データ 収集に 

ご同意いただいた場合は、 上記ア及びイ にかかわら ず、 今後、 東京都及び東京都政策連

携団体、東京都事業協力団体が行う 各種補助金等の申請手続の際にデータ 入力を省略可

能と する 取組に利用さ せていただき ま す（ 手続サク サク プロ ジェ ク ト の詳細はこ ちら

h ttp s ://w w w .d ig ita ls erv ice.m etro .to kyo .lg .jp /b u s in ess/ic t/b a se _ reg is try）。  

   東京都によ る データ 収集に関する 同意につき 、 ご理解ご協力のほど、 よ ろし く お願いい

たし ま す。  

      

 

 

 

 

 

（ ７ ） 申し 込みに際し ての個人情報は「 個人情報の保護に関する 法律(平成 1 5 年法律第 5 7

号)」 を遵守し て取り 扱いま す。  

 

 

こ の「 手続サク サク プロ ジェ ク ト 」 の同意・ 不同意に関する 意思表示につき ま し ては 

J グラ ンツ上で当該事業（ Bu y TOKYO 推進活動支援事業） 申込時に必須の入力項目と

し て設定さ れています。  

なお、 同意の有無は本申請の審査や金額に影響する こ と はあり ま せん。  
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別表１  (申請から 補助金交付ま での流れは下表のと おり です。 状況によ り 変更する 場合があり ま す。 ) 

実施内容 時期・ 期間 内容 

事前準備 

電子申請ま でに 

・ 本要領を熟読の上、 下記ページにて「 申請書様式」

「 電子申請マニュ アル」 を ダウ ン ロ ード し てく ださ

い。 ☟ Buy TOKYO ホームページ 

h ttp s ://b u y-to kyo .m etro .to kyo .lg .jp /a b ou t 

Ｇ ビズＩ Ｄ の 

発行申請 

(未発行の方のみ) 

・ 下記ページにて、 法人・ 個人事業主向け共通認証基

盤「 Ｇ ビズＩ Ｄ プラ イ ムアカウ ント 」 の取得手続き を

行ってく ださ い。 ☟Ｊ グラ ンツ・ 公式ウ ェ ブサイ ト  

h ttp s ://w w w .jg ra n ts-p o rta l.g o .jp / 

事前エント リ ー 

（ Bu yTOK YO HP）  

令和 7 年４ 月 1 5 日 1 4 時

～4 月 3 0 日 1 7 時 

Bu yTOKYO HP にて、 事前エント リ ーを行っ てく

ださ い。  

事業申込（ 本申請） 

(Ｊ グラ ンツ) 

令和 7 年５ 月１ 日(木)1 0 時

～６ 月１ 3 日(金)1 7 時 

・ 必要(添付)書類「 別表３  申請に必要な書類(☞1 1

ページ)」 を全て揃えて、 Ｊ グラ ンツ の所定の申請フ

ォ ームから 入力・ アッ プロ ード し てく ださ い。  

※事前エン ト リ ーを さ れていない方でも 電子申請を

受付ま す。  

書類・ 資格審査 

 
令和 7 年６ 月中旬～下旬 

・ 一次審査の過程で、 申請書類の不備や不足がある 場

合は J グラ ンツにてお知ら せし ま す。  

・ 決めら れた日時ま でに不備や不足が解消さ れなけれ

ば申請は受理さ れま せん。  

総合審査・ 交付決

定 
令和 7 年 7 月下旬 

・ 二次審査の結果(採択結果)はＪ グラ ンツ にて通知し

ま す。  

・ 交付決定の際に通知する 補助予定額は、審査の結果、

申請額から 減額と なる こ と があり ま す。  

補助事業 開始 令和 7 年 8 月１ 日～ ・ 申請書の内容に基づき 、 事業を実施し てく ださ い。 

事務手続き 説明会 令和 7 年 8 月中旬 ・ オンラ イ ンで実施する 予定です。  

中間報告 令和 7 年 1 1 月末 ・ 令和７ 年 1 0 月末ま での状況を「 遂行状況報告書」

等に取り 纏め東京都に提出 

中間検査 令和 7 年 1 2 月 ・ 補助事業者 本社等で中間検査を実施し ま す。  

補助事業 終了 ～令和 8 年 3 月 3 1 日 
注 : 2 年目の継続事業は別途に申請し て頂き ま す。  

(最長： 令和９ 年 3 月 3 1 日) 

完了報告 令和 8 年 4 月 5 日 
・ 令和 8 年 3 月末ま での状況を「 実績報告書」 等に

取り 纏め東京都に提出 

完了検査 令和 8 年 4 月中旬 ・ 都庁で実施し ま す。  

補助金額の確定 完了検査後 2 週間 
・ 補助金額は実績に基づく ため、 交付決定時の補助金

予定額から 減額と なる こ と があり ま す。  

補助金交付 
補助金額の確定から  

約１ か月後 
・ 予め指定さ れた口座に振り 込みいたし ま す。  
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別表2-1
別表２ （ 対象経費）

経費

区分
経費科目 　内容

○　補助対象経費
以下に記載のない経費は、原則対象外となる

×　　補助対象外経費

謝金

事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために招聘

した専門家又は外部講師等に謝金として支払われる

経費

当該事業の実施のために専門的な知識を必要とする場合に、指導料又は助言

料として外部講師や専門家へ支払う謝礼金

(注) 補助事業者が直接実施することができない又は適当でないものを第三者に

委託(外注)するものは「事業費/委託費」に計上してください

・補助事業者、親・子会社やグループ企業または代表者の三親等以内の親族に

対し支払われる謝礼金

・謝礼金に換えて支払われる物品や記念品等

・茶菓子、飲食、娯楽、接待等の費用

(注) 指導・助言等の受講者は補助事業者の役員・職員が限定で、それ以外の

第三者も受講する場合は対象外の経費となります

賃借費
事業遂行に必要な東京都産品の販売・PR等の拠点

となる施設等を新たに借りる場合に支払われる経費

当該事業の実施のために新たに借りた施設等の賃借料。

但し、当該事業に必要最低限の期間のみを対象とする。

※補助金の上限は月額３ ０ 万円まで

(注) 新たに借りた施設が販売・PR等のスペース以外の用途がある場合や補助事

業対象となる東京都産品とそれ以外の商品が混在する場合は面積比等で賃借

料を按分します。

・敷金、礼金、仲介料、共益費や駐車場代等

・火災保険料、地震保険料等

・事務所や店舗に係る通信費、光熱水費等

・補助事業者、親・子会社またはグループ企業が所有する物件または代表者の三

親等以内の親族が所有する物件に係る賃借費

・当該事業を計画する以前から、既存事業等で賃借していた物件に係る賃借料

・支払う経費のうち補助対象期間外の期間に係る経費

工事費

事業遂行に必要な東京都産品の販売・PR等の拠点

となる施設等を新たに借りる若しくは購入した場合、ま

たは所有している施設等を新たに販売・PRの拠点と

する場合に内装等の変更のために支払われる経費

東京都産品を販売・PRするために新たに借りる若しくは購入した場合、または所

有している施設等の必要最小限のスペースの内装等変更に係る経費

（ Ｃ 工事(テナント工事)  :  壁・天井・床の張り替え 等）

※商品展示のため壁・床に固定し備え付けたオリジナルの展示棚等

(注) 新たに借りる若しくは購入した場合、または所有している施設等が販売・PR

等のスペース以外の用途がある場合や補助事業対象となる東京都産品とそれ以

外の商品が混在する場合は面積比等で工事費を按分します。

・販売・PRスペース以外の内装等の変更

・躯体や壁を含む増改築工事 （ Ａ 工事(オーナー工事)）

・外装に係る工事  （ Ａ 工事(オーナー工事)）

・電気・給排水・通信等の設備工事 （ Ｂ 工事(オーナー承認のテナント工事)）

・補助事業者、親・子会社またはグループ企業が所有する物件または代表者の三

親等以内の親族が所有する物件に係る内装工事費

・華美な装飾工事や調度品類の設置に伴う工事

雑役務費

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために新た

に雇い入れた臨時的な者（ パート・アルバイト） の賃

金、交通費として支払われる経費(以下「賃金等」と

いう)

補助事業の補助及びイベント開催やイベント出展時における臨時スタッフの賃金

等

※補助金の上限は１ 年度当たり総額５ ０ 万円まで

※雇い入れにあたっては関係法令を遵守

・補助事業者及び社員に係る賃金等

・補助事業者、親・子会社またはグループ企業の社員または代表者の三親等以

内の親族に対し支払われる賃金等

・休日や残業など所定外勤務に係る賃金等

・賃金に係る税法上の税金等（ 証ひょう書類が無いもの）

・法律等に遵守していない労働条件に係る賃金等

・労働条件を逸脱した勤務実績に係る賃金等

(注)対象は臨時的に雇い入れた者なので、社員・従業員やこれまで継続的に雇

い入れているパート・アルバイトは対象外となります

会場

借上げ費

事業遂行に必要な情報、意見の交換や検討を行う

ための会議又は研修を開催する場合の会場費及びマ

イク等の付帯設備の借上げ経費として支払われる経

費

会議等を実施するための会場使用料及び付帯設備に支払われる経費（ 会議室

料金、マイク、プロジェクター使用料等）

(注) イベント等を開催するに当たり会議室等を借りる場合は「事業費/展示会等

事業費」に計上してください

・飲食代込の会議室利用料金

※参加者などから参加料等を徴収している場合に、補助対象経費として会場借

上げ費の申請をしていた場合は、補助金の総額から参加料等徴収分を差し引く

備品費

事業遂行に必要な備品を購入するために支払われる

経費

※備品とは、耐久性のある物品で使用により直ちに消耗する

ことなく、かつ、通常の状態においてその性質又は形状を失わ

ず長 期の使用に耐えうる物品のことをいう。

※原則リースが困難なもの

補助事業の遂行に必要な備品で、取得価格が１ 点につき税抜１ ０ 万円未満

で、かつ、汎用性の無いもの

※税抜１ ０ 万円以上の場合は全て対象外となります。

※送料も補助対象となります。

・パソコン、プリンタ、スマートフォン、携帯電話機、タブレット端末、Ｆ Ａ Ｘ 、コピー

機、冷蔵庫、モニター等汎用性が高く通常業務での使用と判別が困難なもの

・適正な取得価格の判別が困難なもの（ 中古品等）

・使用頻度によって、賃借（ リース・レンタル） することが望ましいもの

輸送費
国内外のイベント出展・開催等に伴い、東京都産品

等必要な物品の輸送料として支払われる経費

国内外のイベント出展・開催等に伴い、必要な物品の輸送代

※保険料、通関手数料も対象となります。

(注) 運送業の許可を取得している事業者に外部委託するものが対象

輸送物は、展示会等で使用する東京都産品、都産品に係る印刷物、備品等に

限る

輸送ルートは原則、自社と展示会等の会場間に限る

・原材料や商品の仕入れ、納品、配送に係る経費

・自社による配送に係る経費

・交通費（ 電車・バス料金、レンタカー代、タクシー代、ガソリン代、高速道路利用

料、駐車場代等）

・物品輸送に係る関税手数料及び保管料

旅費

国内外のイベント出展・開催等に伴い、参加する補

助事業者や従業員の往復旅費として支払われる経

費

国内外のイベント出展に参加する補助事業者や従業員の往復旅費（ 国外の交

通費は航空賃と船賃とする） の実費、宿泊費の実費

なお、国外の交通費については航空運賃と船賃とする

※１ イベントにつき２ 名まで

※旅費は経済的かつ合理的な経路のものに限る

※運賃はＩ Ｃ カードと切符利用を比べ、いずれか低い額

※国外旅費（ 航空賃） には、燃油特別付加運賃、旅客サービス料等も含む

※宿泊費の補助金の上限は一人当たり1万円/泊

・個人または会社所有の車両等で移動した場合の燃料費や高速料金、駐車場

代など

・レンタカー代、タクシー代、ガソリン代、高速道路利用料、駐車場代等

・鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線プレミアムクラス、国際線ファースト

クラスやビジネスクラス等

・税・渡航手数料等

・日当、食卓料

・領収証等で、客観的に当該交通機関を利用したことが確認できない旅費

・同一イベントにおける複数回の旅費・宿泊費

・下見や補助対象事業に関係のない旅費及び宿泊（ 例: 補助事業として申請

している展示会出展の翌日に実施する視察や商談のために要した宿泊費や旅

費）

リース料

国内外のイベント出展・開催等に伴い、必要な機器

及び設備等を新たに借りる場合にリース・レンタル料と

して支払われる経費

イベント出展時に使用する冷蔵ケースやイベント開催時における照明・音響設備

のレンタル代等

・リース、レンタル契約に基づいて支払う経費のうち補助対象期間外の期間に係る

経費

・当該事業を計画する以前から、既存事業等で賃借していた物件

展示会等

事業費

国内外のイベント出展・開催等に伴い、必要となる会

場（ 小間） を借り上げるため及び装飾・運営を行うた

めに支払われる経費（ 電子商店街の出店料等も含

む。）

・イベント出展、イベント開催に係る小間料 及び 装飾費

・インターネットによる電子商店街への出店に支払われる経費

（ 注） 出展に伴い、臨時スタッフを雇う場合は雑役務費で計上、通訳を雇う場

合は委託費で計上してく下さい。

※出展者などから出展料（ 参加料等） を徴収している場合に、補助対象経費と

して展示会等事業費の申請をしていた場合は補助金の総額から出展料徴収分

を差し引く。

委託費

補助事業者が直接実施することができない又は適当

でない、販売周知等に係る「新たな取組」に関する業

務を第三者に依頼するために支払われる経費

・補助事業に係る各種調査費（ マーケティング調査等）

・補助事業に係るデザイン・コンセプト等の設計費

・海外展示会出展に係る通訳業務委託費

・直接実施ができない（ 適当でない） 外注費用

(注) パンフレット・ポスター・ウェブサイト制作のために、カメラマン・モデル・スタイリス

ト等を直接契約する場合は「事業費/広報活動費」に計上して下さい。

・業務委託が第三者へ再委託された経費

・成果物(納品物)等が委託先の資産(権利)となるもの

・補助事業に関係がないと思われる調査・委託等の経費

・ケータリング等の食事代

広報活動費

パンフレット・ポスター・ウェブサイト・Ｓ Ｎ Ｓ ・その他の

広告媒体を活用して広報活動するために支払われる

経費

補助事業に係るウェブサイト・ポスター・チラシ等の制作費、ウェブ広告費（ リスティ

ング広告・バナー広告・SNS等の公式広告のみ） 、補助事業に係るＡ 看板やの

ぼり、スタッフＴ シャツやその他の広告媒体を活用した広報費

※リスティング広告は、キーワードごとの掲載期間、クリック数、平均単価が判る実

績報告書が必要です。リンク先が、補助対象である東京都産品のページに直結し

ていることが条件です。

※店名だけでなく、東京都産品名（ 対象商品） が掲載されていことが条件です。

・社名入りボールペン等のノベルティ作成及び購入費用

・記念品等の作成費及び購入費

・代理店手数料

・自社のＰ Ｒ のために使われ、東京都産品とは直接関係のない広報活動費（ プ

ライスカード・ショップカード、商品の記載がない店舗看板や店舗に関する広告物

等）

・サンプル制作費

・自社で発送したダイレクトメール等の作成費及び郵送代

・既存事業と混同して行われており、補助事業のＰ Ｒ が主目的であると客観的に

認められない広報活動費

・原則、補助事業者自身で行うＳ ＮＳ 、検索エンジン等への広告出稿料（ ※

見積書、請求書が入手できない経費については補助対象外）

運営費

事業費
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別表 3  (電子申請に必要な書類) 

 申請時の提出書類 / ⮚  添付する 時のファ イ ル名 入手先等 

0 1  
 事前確認書  

 ⮚  0 1 _ 事前確認書(事業者名).pdf  
・ Bu y TOK YO 

ホーム ページ 

・ Ｊ グラ ン ツ  

Bu y TOK YO 

申請フ ォ ーム  

0 2  
 誓約書 

 ⮚  0 2 _ 誓約書(事業者名).pdf  

0 3  
 様式第１ －１  号 補助金交付申請書（ 補助事業計画書 別紙１ ～１ ０ ）  

 ⮚  0 3 _ 補助金交付申請書(事業者名) .xlsx ま たは ～.  pdf  

0 4  
 別添様式 経費科目別詳細 

 ⮚  0 4 _ （ 別添様式） 経費科目別詳細(事業者名).xlsx ま たは ～.  pdf  

0 5  

補助事業の対象と なる 「 東京都産品」 のプレ ゼン テーショ ン 資料、 商品カタ ロ グ、

機能説明書、 図面、 写真等 

⮚  0 ５ _ 補足資料(事業者名).p d f  

・ 任意様式 

0 6  

事業概要等が確認でき る 社歴書(会社案内・ 概要でも 可) 

【 個人事業者】 代表者の経歴書 

【 創業予定者】 創業予定者の経歴書 

   ⮚  0 6 _ 事業概要(事業者名).p d f   

0 7  

税務署へ申告し た直近２ 期分の確定申告書の写し （ 以下詳細）  

【 法人】 ①別表一～十六、 ②決算書、 ③勘定科目内訳書、 ④法人事業概況説明書 

【 個人事業者】 青色申告決算書（ 貸借対象表を 含む）  

※税務署の受付印又は電子申告を 受理し た日時がわかる も ののみ有効と する 。    

※設立後、 決算期を 迎えていない場合は、 合計残高試算表、 資金繰り 表及び代表者

の源泉徴収票（ 直近 1 年分）  

   ⮚ 0 7 _ 前期確定申告(事業者名).p d f  

・ 各自保管分 

・ 所管税務署 

 

※任意様式(合計

残高試算表、 資金

繰り 表) 

0 8  

 履歴事項全部証明書（ 申請日以前３ カ月以内に発行さ れたも の）  

【 個人事業者】 都内税務署の受付印のある 「 個人事業の開業・ 廃業等届出書」 の写し  

 ⮚  0 8 _ 登記簿謄本(事業者名).p d f  

・ 法務局 

・ 各自保管分 

 

0 9  

直近の事業税等の納税証明書（ 以下詳細）  

【 法人】 ①法人事業税 及び ②法人都民税の納税証明書（ 都税事務所が発行）  

  ※特定非営利活動法人で収益事業を 行っ てない場合は、 法人都民税の納税証明書    

    （ 免除申請を し ている 場合を 含む）  

【 個人事業者】 ①個人事業税の納税証明書（ 都税事務所が発行） ②住民税納税証明書

（ 区市町村が発行）  

  ※個人事業税が非課税の場合は、 ①所得税納税証明書（ 税務署が発行） ②住民税 

    の非課税証明書（ 区市町村が発行）  

  ⮚  0 9 _ 納税証明書 (事業者名). p d f  

・ 都税事務所 

・ 税務署 

・ 区市町村 

役場 

事前着手が必要な場合のみ、 以下の書類の提出が必要です。  

1 0  

様式第１ －３ 号 事前着手承認申請書  

⮚  1 0 _ 事前着手承認申請書(事業者名).p d f  

・ Bu y TOK YO 

ホーム ページ 

・ Ｊ グラ ン ツ  

Bu y TOK YO 

申請フ ォ ーム 
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【 注記】 1 . 東京都指定様式は Buy TOKYO ホームページから ダウ ンロ ード 、 必要事項を入力し 、  

P DF に変換し てく ださ い。（ 一部項目は Exce l でも 可）  

2 . ス キャ ン やフ ァ イ ル形式の変換等によ り PDF と し てく ださ い。  

        3 . P DF フ ァ イ ルが複数と なる 場合は、 フ ァ イ ル一式を Z IP 形式に圧縮し て、 各項目にアッ プロ ード

し てく ださ い。  
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別表 4  

評価内容 

１  資格審査 

申請要件を満たし ている か。  

２  経理審査 

（ １ ） 自己資金の調達が十分である か。  

（ ２ ） 企業内容が堅実である か。  

（ ３ ） 補助事業の予算が適正である か。  

３  事業の企画内容 

（ １ ） 東京都産品の活用 

  ① 取り 扱う 東京都産品に東京なら ではの特長がある か。  

  ② 国内外へ広く 発信し ていき たい魅力的な産品である か。  

（ ２ ） 事業内容の妥当性 

  ① 補助事業の内容・ 達成目標が具体的かつ妥当なも のになっている か。  

  ② 補助事業の実施によ り 東京都産品の新たな販路開拓につながる こ と が期待できるものであるか。 

（ ３ ） 計画の実現可能性 

  ① 補助事業の実施体制は整っている か。  

  ② 補助事業の効果予測、 ス ケジュ ール、 経費の積算、 資金調達は適正で実現可能なも のか。  

（ ４ ） 事業実施によ る 波及効果 

  ① 補助事業期間が終了し た後も 継続的に行われる こ と が期待でき る か。  

  ② 補助事業の実施によ り 東京都産品の国内外における ブラ ンド イ メ ージの向上につながる か。  

（ ５ ） ハンズオン支援（ 専門家によ る アド バイ ス ） の活用 

  ① 販路開拓についての支援を受ける 意欲がある か。  

  ② 期待する ハンズオン支援の内容が明確である か。  
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